
 
 

 2026年6月8日 

各  位 

会 社 名 ＫＯＡ株式会社 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 

向 山 浩 正 

(コード番号 6999 東証プライム市場･名証プレミア市場) 

問合せ先 経営管理イニシアティフﾞ総務センター 

ゼネラルマネージャー 

藤 原  斉 

（電話番号 0265-70-7171） 

 

 

第98回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 

 
  

当社「第98回定時株主総会招集ご通知」に関し、記載事項の一部に訂正すべき事項がございま

したので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきま

す。 

なお、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに開示いたしております「第98回定

時株主総会招集ご通知」につきましては訂正後の内容を掲載しておりますが、既に校了手続きが

完了していることから、お手元に届く招集ご通知は訂正前のものとなります。何卒ご了承くださ

いますようお願い申し上げます。 

 

1. 訂正箇所  

「第 98回定時株主総会招集ご通知」22頁 

②設備投資の状況 

 

 

2. 訂正内容 

訂正箇所に下線を付しております。 

 

【訂正前】 

当期の設備投資額は、品質向上、新製品の開発、量産設備向け等を中心に総額 5,883百万円と

なりました。 

 

【訂正後】 

当期の設備投資額は、品質向上、新製品の開発、量産設備向け等を中心に総額 5,954百万円と

なりました。 

 

 

以 上 



2026/06/05 9:52:56 / 25298941_ＫＯＡ株式会社_招集通知_電子提供措置用

表紙

第98回 定時株主総会

招 集 ご 通 知

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 社外取締役に対する譲渡制限付株

式の割当てのための報酬決定の件

開催日時
2026年6月20日（土曜日）
午前10時（受付開始：午前9時15分）

開催場所
長野県伊那市みすず9620番地
信州INAセミナーハウス　大ホール

決議事項

　

目　　次

招集ご通知……………… 1
株主総会参考書類……… 5
事業報告…………………21
連結計算書類……………35
計算書類…………………37
監査報告書………………39

証券コード：6999



2026/06/05 9:52:56 / 25298941_ＫＯＡ株式会社_招集通知_電子提供措置用

株主各位

株 主 各 位 証券コード：6999
（発送日）  2026年6月3日

（電子提供措置の開始日）2026年5月25日
長 野 県 伊 那 市 荒 井 3 6 7 2 番 地
（本 社 事 務 所）
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪14016番地

代表取締役
社長執行役員 向 山 浩 正

【当社ウェブサイト】
https://www.koaglobal.com/ir/stock/soukai

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第98回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第98回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事
項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載
しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお
願い申しあげます。

　上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「KOA」又は「コー
ド」に当社証券コード「6999」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」の順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

　なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を
行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、3～4
頁のご案内に従って2026年6月19日（金曜日）午後5時までに議決権をご行使くださ
いますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

日 時 2026年6月20日（土曜日）午前10時（受付開始：午前9時15分）

場 所 長野県伊那市みすず9620番地
信州INAセミナーハウス　大ホール

目的事項

【報告事項】
1. 第98期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第98期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

【決議事項】
第1号議案　剰余金処分の件
第2号議案　取締役8名選任の件
第3号議案　社外取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

例年、株主総会終了後に開催しておりました役員報告会につきましては、
本年は開催いたしませんので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

記

以　上

● 会社法の定めでは、電子提供措置事項について前記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認
いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送り
することとされておりますが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律
に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に
基づき、お送りする書面には記載しておりません。
① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」「会社の支配に関す

る基本方針」
② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会
計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び
修正後の事項を掲載いたします。

● 当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」に参加して
おります。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

インターネットで議決権を
行使する方法

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

次頁の案内に従って、各議案の賛否
をご入力ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2026年6月20日（土曜日）
午前10時

2026年6月19日（金曜日）
午後5時 入力完了分まで

2026年6月19日（金曜日）
午後5時 到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに各議案の賛否をご記入ください。
第１、３号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案
⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

KOA株式会社

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中KOA株式会社
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

● インターネット及び書面（郵送）の両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行
使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使を
された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

● 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書面において、各議案に対する賛否の表示が
ない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」
をクリック

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン等の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」をご利
用いただくことが可能です。

－ 4 －
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剰余金処分議案

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
（予定）

年間配当 36円 50円 50円 40円 32円

配当性向 27.9％ 25.2％ 67.0％ 569.8％ 30.1％

株主総会参考書類
第1号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置付け、総合的なキャピタルアロ
ケーションの観点から、事業への再投資及び自己資本の最適化を重視しつつ、株主還元に努めるこ
とを基本方針としております。
　配当につきましても、当面、1株当たり年間配当金の下限値を年間30円とし、連結配当性向
30％前後を目安といたします。なお、株価水準や資金の状況等を総合的に勘案し、必要に応じて
機動的に自己株式の取得等を行ってまいります。
　第98期の期末配当につきましては、上記の基本方針、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案
いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
（1）配当金の種類

金銭といたします。
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき17円00銭といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は631,334,032円となります。
これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき32円00銭となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年6月22日といたしたいと存じます。

10
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0
2021年度

16円

20円

2022年度

25円

25円

2023年度

25円

25円

2024年度

25円

15円

2025年度（予定）

15円

17円

27.9% 25.2%

569.8%

67.0% 30.1%

中間配当 期末配当 配当性向

1株あたりの配当額・配当性向の推移
配当額
（円）

－ 5 －
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取締役選任議案(8名)

候補者
番　号 氏名 性別 現在の当社における

地位及び担当
取締役会への

出席状況
在任期間

(本総会終結時)

1
むかいやま こうせい
向 山 浩 正　

再任　 男性 代表取締役 社長執行役員
指名・報酬委員会委員

100％
（13回/13回） 5年

2
ももせ かつひこ

百 瀬 克 彦　
再任　 男性

取締役 副社長執行役員
ものづくりイニシアティブ担当
経営戦略イニシアティブ担当

100％
（13回/13回） 15年

3
ちはら しんすけ

千 原 臣 祐　
再任　 男性

取締役 上席執行役員
技術イニシアティブ担当
ものづくりイニシアティブ（中国）担当

100％
（11回/11回） 1年

4
マイケル ジョン コーバー
Michael John Korver　

再任　
社外
独立　

男性 社外取締役
指名・報酬委員会委員

100％
（13回/13回） 18年

5
きたがわ とおる

北 川 徹　
再任　

社外
独立

　
男性

社外取締役
取締役会議長
指名・報酬委員会委員長

100％
（13回/13回） 9年

6
たかはし こうじ

高 橋 晃 次 再任　
社外
独立

　

男性 社外取締役 100％
（13回/13回） 4年

7
おざわ ひとし

小 澤 仁　
再任　

社外
独立

　
男性 社外取締役

指名・報酬委員会委員
100％

（13回/13回） 4年

8
きのした むつこ

木 下 睦 子
(旧姓 

うじはら

氏原 
む つ こ

睦子)　
新任　

社外
独立　

女性 ー ー ー

社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

独立社外取締役比率 62.5％ 女性取締役比率 12.5％ 外国人取締役比率 12.5％

第2号議案　取締役8名選任の件
　取締役11名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては2024年に導入し
た執行役員制度の定着による業務執行と監督機能の役割分担の明確化が進展していることを踏ま
え、一層の監督機能強化と意思決定の迅速化を図るため取締役会の構成を見直した結果、取締役の
員数を3名減員し、取締役8名（うち社外取締役5名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、取締役候補者については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会
（14頁ご参照）からの答申を得て、取締役会において決定しております。また、社外取締役候補
者5名については、全員が当社の定める「独立性判断基準」(14頁ご参照)を満たしております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

千原臣祐氏は、2025年6月21日開催の第97回定時株主総会において取締役に選任されたため、出席の対象となる取締役会の開
催回数が他の取締役と異なります。

【ご参考】取締役会の構成
　本議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成は、以下のとおりとなります。

－ 6 －
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取締役選任議案(8名)

1
再任　

むかいやま こうせい

向山 浩正　

男性
1977年3月6日生
（満49歳）

取締役会への出席状況　13回/13回（100％）　　　所有する当社株式の数　92,735株
指名・報酬委員会への出席状況　11回/11回（100％）

略歴、当社における地位及び担当
    2005年    4 月 当社入社
    2015年    6 月 興亜販売株式会社取締役
    2018年    8 月 KOA DENKO (S) PTE. LTD. Managing Director
    2021年    3 月 当社経営管理イニシアティブトップマネジ

メント付ゼネラルマネージャー

    2021年    6 月 当社取締役
当社経営管理イニシアティブ担当

    2024年    6 月 当社取締役　上席執行役員
    2025年    4 月 当社代表取締役　社長執行役員（現任）
    2025年    6 月 当社指名・報酬委員会委員（現任）

【取締役候補者とした理由】
向山浩正氏は、当社入社以来、主に営業部門に携わり国内外の販売会社の責任者を歴任するなど、グローバ
ルでの営業に関する豊富な経験及び知識を有しております。また2021年より当社の取締役として、さらに
は2025年4月より代表取締役として、取締役会でもその経験及び知識を発揮しており、今後も当社の成長
と企業価値向上に貢献することが期待できることから、引続き取締役候補者といたしました。　

2
再任　

ももせ かつひこ

百瀬 克彦　

男性
1962年11月10日生
（満63歳）

取締役会への出席状況　13回/13回（100％）　　　所有する当社株式の数　37,235株
略歴、当社における地位及び担当

    1985年    3 月 当社入社
    1996年    7 月 当社KPS本部ゼネラルマネージャー
    2003年    10月 当社経営管理イニシアティブ経営戦略セ

ンターゼネラルマネージャー
    2011年    6 月 当社取締役

当社経営管理イニシアティブ担当
    2013年    4 月 当社上伊那ビジネスフィールド担当
    2015年    6 月 当社ものづくりイニシアティブ担当（現任）

重要な兼職の状況
興亜エレクトロニクス株式会社　取締役
鹿島興亜電工株式会社　取締役

    2015年    6 月 当社下伊那ビジネスフィールド担当
当社CHINAビジネスフィールド担当

    2017年    1 月 当社上伊那ビジネスフィールド担当
    2017年    6 月 当社箕輪ビジネスフィールド担当
    2024年    6 月 当社取締役　上席執行役員
    2025年    4 月 当社取締役　副社長執行役員（現任）

当社経営戦略センター担当
    2026年    4 月 当社経営戦略イニシアティブ担当（現任）

KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD.　Chairman

【取締役候補者とした理由】
百瀬克彦氏は、当社入社以来、主に経営戦略部門に携わり、経営戦略に関する豊富な経験と知識を有してお
ります。現在は副社長執行役員であるとともに、製造部門及び経営戦略部門の責任者として製造及び経営戦
略を統括し、更なる生産性向上や経営戦略の立案を推進しており、今後も当社の成長と企業価値向上に貢献
することが期待できることから、引続き取締役候補者といたしました。　

－ 7 －
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取締役選任議案(8名)

3
再任　

ちはら しんすけ

千原 臣祐　

男性
1971年10月30日生
（満54歳）

取締役会への出席状況　11回/11回（100％）※　　　所有する当社株式の数　1,500株
略歴、当社における地位及び担当

    1995年    4 月 当社入社
    2014年    4 月 ものづくりイニシアティブ下伊那ビジネスフィ

ールド厚膜センターゼネラルマネージャー
    2017年    3 月 興和電子（太倉）有限公司総経理
    2020年    4 月 興和電子（太倉）有限公司董事長兼総経理
    2024年    6 月 当社執行役員

重要な兼職の状況
興和電子（太倉）有限公司　副董事長

    2024年    6 月 当社ものづくりイニシアティブ（中国）担当
（現任）

    2025年    4 月 当社上席執行役員
当社技術イニシアティブ担当（現任）
当社KPS-3イニシアティブ担当

    2025年    6 月 当社取締役　上席執行役員（現任）

【取締役候補者とした理由】
千原臣祐氏は、当社入社以来、主に技術部門、生産部門に携わるとともに、海外生産会社の責任者として赴
任するなど、これら部門や海外における豊富な経験及び知識を有しております。現在は、技術イニシアティ
ブの責任者として技術部門を統括し、成長市場向け製品の技術提案・展開、材料基礎研究の強化及び成長市
場向け新製品開発を推進しており、今後も当社の成長と企業価値向上に貢献することが期待できることか
ら、引続き取締役候補者といたしました。　

(※)2025年6月21日開催の第97回定時株主総会において取締役に選任されたため、出席の対象となる取締役会の開催回数が他の
取締役と異なります。

－ 8 －
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取締役選任議案(8名)

4
再任　

マイケル ジョン コーバー

Michael John Korver　

男性
1954年9月17日生
（満71歳）

社 外 独 立　

取締役会への出席状況　13回/13回（100％）　　　所有する当社株式の数　12,500株
指名・報酬委員会への出席状況　11回/11回（100％）

略歴、当社における地位及び担当
    1983年    7 月 米国カリフォルニア州弁護士資格取得
    1987年    7 月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得
    1996年    6 月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社

取締役
    2004年    4 月 株式会社BJIT社外取締役
    2004年    6 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
    2006年    5 月 Really English.com Limited社外取締役

    2006年    6 月 グローバルベンチャーキャピタル株式会社
代表取締役

    2006年    10月 Geovector Corporation社外取締役
    2008年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2011年    9 月 リアル･イングリッシュ･ブロードバンド株式会社

代表取締役
    2013年    7 月 Durafizz Holdings Corporation代表取締役
    2021年    3 月 当社指名・報酬委員会委員（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
マイケル ジョン コーバー氏は、企業戦略の専門家及び会社経営者として豊富な経験及び知識を有しており
ます。当社取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も
経営並びに取締役会の運営に貢献いただくこと及び客観的・中立的な立場から当社の役員候補者の選定や役
員報酬等の決定について関与、監督等いただくことが期待できるため、引続き社外取締役候補者といたしま
した。　

【独立性に関わる事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしてお
り、独立性が認められます。なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に
届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定であります。　

－ 9 －
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取締役選任議案(8名)

5
再任　

きたがわ とおる

北川 徹　

男性
1960年8月4日生
（満65歳）

社 外 独 立　

取締役会への出席状況　13回/13回（100％）　　　所有する当社株式の数　0株
指名・報酬委員会への出席状況　11回/11回（100％）

略歴、当社における地位及び担当
    1983年    4 月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社
    1999年    11月 日本通信株式会社入社　経営企画室長
    2001年    2 月 日本ボルチモアテクノロジーズ株式会社

（現 サイバートラスト株式会社）入社　
財務担当上席執行役員

    2002年    1 月 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社　
ファイナンスコントローラー

    2006年    9 月 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社　
ファイナンス・インフラストラクチャー統
括オフィサー／CFO

    2016年    3 月 クックパッド株式会社社外取締役［兼監査
委員長／報酬委員］

    2016年    10月 日本スキー場開発株式会社社外取締役
    2017年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2018年    3 月 クックパッド株式会社社外取締役［兼監査

委員長／指名委員］
    2018年    3 月 株式会社カヤック社外取締役監査等委員
    2021年    3 月 当社指名・報酬委員会委員長（現任）
    2022年    3 月 クックパッド株式会社社外取締役［兼監査

委員長／報酬委員］
    2023年    1 月 クックパッド株式会社社外取締役［兼監査

委員長／報酬委員長］
    2025年    6 月 当社取締役会議長（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
北川徹氏は、上場会社においてCFOや経営企画室長を歴任されるなど、会計及び会社経営に関する深い知
識と経験を有しております。当社取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行ってい
ただいており、2025年6月より取締役会議長として取締役会の運営全般を統括し、実効的な審議の実現を
通じて企業価値向上に貢献しております。今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただくことが期待でき
るため、引続き社外取締役候補者といたしました。　

【独立性に関わる事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしてお
り、独立性が認められます。なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に
届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定であります。　

－ 10 －
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取締役選任議案(8名)

6
再任　

たかはし こうじ

高橋 晃次　

男性
1956年2月14日生
（満70歳）

社 外 独 立　

取締役会への出席状況　13回/13回（100％）　　　所有する当社株式の数　0株
略歴、当社における地位及び担当

    1980年    4 月 アルプス電気株式会社（現 アルプスアル
パイン株式会社）入社

    1988年    3 月 東北金属工業株式会社（現 株式会社トー
キン）入社

    1995年    10月 同社電子デバイス事業本部商品開発部長
    1998年    4 月 同社マグネティック・アクチュエータ事業部長

    2001年    4 月 株式会社東京ウエルズ入社　技術企画室長
    2007年    4 月 同社要素技術本部長／テクニカルセンター長
    2009年    6 月 同社取締役
    2013年    6 月 同社常務取締役最高技術責任者
    2021年    3 月 同社相談役
    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
高橋晃次氏は、電子部品業界において主に技術者として要職を歴任され豊富な経験及び知識を有しておりま
す。当社取締役へ就任以降、事業戦略への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経
営及び取締役会の運営に貢献いただくことが期待できるため、引続き社外取締役候補者といたしました。　

【独立性に関わる事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしてお
り、独立性が認められます。なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に
届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定であります。　

－ 11 －
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取締役選任議案(8名)

7
再任　

おざわ ひとし

小澤 仁　

男性
1963年5月13日生
（満63歳）

社 外 独 立　

取締役会への出席状況　13回/13回（100％）　　　所有する当社株式の数　0株
指名・報酬委員会への出席状況　11回/11回（100％）

略歴、当社における地位及び担当
    1986年    4 月 株式会社リクルートコスモス（現 株式会

社コスモスイニシア）入社
    1992年    5 月 南建株式会社（現 株式会社フォレストコ

ーポレーション）入社

重要な兼職の状況
株式会社フォレストコーポレーション　代表取締役社長
株式会社レントライフ　代表取締役社長

    1996年    4 月 同社代表取締役社長（現任）
    2000年    9 月 株式会社レントライフ代表取締役社長（現任）
    2005年    6 月 南信工営株式会社監査役（現任）
    2022年    6 月 当社社外取締役（現任）

当社指名・報酬委員会委員（現任）

南信工営株式会社　監査役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
小澤仁氏は、会社経営者として豊富な経験と高い見識を有しております。当社取締役へ就任以降、事業戦略
への助言や経営の監督などを適切に行っていただいており、今後も経営並びに取締役会の運営に貢献いただ
くこと及び客観的・中立的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督等い
ただくことが期待できるため、引続き社外取締役候補者といたしました。　

【独立性に関わる事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしてお
り、独立性が認められます。なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所及び名古屋証券取引所に
届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定であります。　

－ 12 －



2026/06/05 9:52:56 / 25298941_ＫＯＡ株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案(8名)

8
新任　

きのした むつこ

木下 睦子　

女性
1966年6月2日生
（満60歳）　　　　　　　　　　　　(旧姓 

うじ
氏

はら
原 

むつ
睦

こ
子)

社 外 独 立　

所有する当社株式の数　1,000株
略歴、当社における地位及び担当

    1989年    4 月 タカノ株式会社入社
    1999年    11月 有限会社むぎ環境計画設立 代表取締役社長

（現任）
    2004年    10月 特定非営利活動法人雁木組(がんぎぐみ)設立

重要な兼職の状況
有限会社むぎ環境計画　代表取締役社長

    2006年    10月 同法人理事長
    2012年    11月 任意団体三風の会(さんぷうのかい)事務局長

（現任）
    2015年    11月 特定非営利活動法人三風デザイン事務局長

（現任）

特定非営利活動法人三風デザイン　事務局長

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
木下睦子氏は、環境計画を主事業とする企業の代表取締役、人と自然環境の交わりを推進する特定非営利活
動法人の理事長及び個人として、長年にわたり地域自然環境の活用と改善に従事されてこられました。現在
は長野県内にて行政や企業と連携し、地域環境の改善を推進する特定非営利活動法人において指導的役割を
担うなど、豊富な経験と知識を有しております。これらの知見を活かして、当社定款に定める企業理念の中
で使命とする「5つの主体」との強い信頼関係の構築を推進いただけるものと期待し、社外取締役候補者と
いたしました。　
【独立性に関わる事項】
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。同氏は当社が定める「独立性判断基準」を満たしてお
り、独立性が認められます。また、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を
満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として両取引所に届け出る予定であります。　

(注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. マイケル ジョン コーバー氏、北川徹氏、高橋晃次氏、小澤仁氏及び木下睦子氏は、社外取締役候補者であります。
3. マイケル ジョン コーバー氏、北川徹氏、高橋晃次氏及び小澤仁氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それ

ぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもってマイケル ジョン コーバー氏が18年、北川徹氏が9
年、高橋晃次氏が4年、小澤仁氏が4年となります。

4. 当社は、マイケル ジョン コーバー氏、北川徹氏、高橋晃次氏及び小澤仁氏との間で、会社法第427条第1項の規
定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償限度
額は、5百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としており、マイケル ジョン コーバー氏、北川徹氏、高橋
晃次氏及び小澤仁氏の再任が承認された場合は、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

　　また、木下睦子氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結

しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の29頁に記載しております。取締役候補者のうち、再任の
候補者についてはすでに当該保険契約の被保険者となっており、再任が承認された場合は、引続き被保険者と
なります。また、新任の候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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取締役選任議案(8名)

【ご参考】
1．社外取締役・社外監査役の独立性判断基準

当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のため、社外役員の選定においては独立性を重視しており、独
自に以下の基準を定めております。

独立性判断基準
社外役員候補者の選任にあたっては、次の各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。
⑴　当社を主要な取引先（※1）とする者、又はその業務執行者
⑵　当社の主要な取引先（※1）、又はその業務執行者
⑶　当社から役員報酬以外に多額（過去5年間平均で年間10百万円以上）の金銭その他の財産を得ているコン

サルタント、会計専門家又は法律家
⑷　当社又は当社子会社の業務執行者
⑸　当社の子会社及び関連会社の監査役及び重要な使用人等（※2）
⑹　当社の大株主（総議決権の5％以上の株式を保有）又はその業務執行者
⑺　就任前10年間のいずれかの時において当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役（社外取締役は除く）

又は監査役（社外監査役は除く）であったことがある者
⑻　上記 ⑴ ～ ⑺ に該当するもの（重要でない者は除く）の近親者（二親等内の親族）

※1「主要な取引先」とは、直近事業年度における当社又は当社子会社との取引の支払額又は受取額が、当社グ
ループ又は相手方の連結売上高の1％以上の取引先を指す。

※2「重要な使用人等」とは、会社役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公
認会計士や弁護士等を指す。

2．指名・報酬委員会について
当社の取締役会には、取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の意思決定の公正性・透明性・独立
性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、任意の諮問委員会である「指名・報酬委員
会」を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、過半数を独立社外取締役で構成し、その委員長は独立
社外取締役から選定しております。
取締役会は、取締役及び執行役員の候補者の選定、代表取締役の選定及び解任、取締役及び執行役員の報酬の
改定並びに後継者計画（育成を含む）等について指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の審議及び答申を経て
決定しております。
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スキルマトリックス

氏　　　名 社外
独立

特に期待する分野

企業
経営

グロー
バル
経験

品質
技術
製造

営業
マーケテ
ィング

財務
会計

資本政策

法務
コンプラ
イアンス

IT
デジタル

DX

人材開発
ダイバー
シティ

ESG
サステナ
ビリティ

取
締
役

向 山 浩 正 ● ● ● ● ● ●
百 瀬 克 彦 ● ● ●
千 原 臣 祐 ● ● ● ●
マイケル ジョン コーバー ◇ ● ● ● ●
北 川 　 徹 ◇ ● ● ● ● ● ●
高 橋 晃 次 ◇ ● ● ●
小 澤 　 仁 ◇ ● ● ● ● ●
木 下 睦 子 ◇ ● ●

監
査
役

矢 島 　 豪 ● ● ●
仲 藤 恭 久 ● ●
飯 沼 好 子 ◇ ● ●
佐 藤 　 玲 ◇ ● ●

氏　　　名

特に期待する分野

企業
経営

グロー
バル
経験

品質
技術
製造

営業
マーケテ
ィング

財務
会計

資本政策

法務
コンプラ
イアンス

IT
デジタル

DX

人材開発
ダイバー
シティ

ESG
サステナ
ビリティ

執
行
役
員

山 岡 悦 二 ● ● ●
北 沢 和 明 ● ●
里 見 浩 由 ● ● ●
小 牧 慎 一 ● ● ● ●
ハ ン

Han　　
ブ ー ン

Boon　　
テ ィ ン グ

Teng ● ●

白 岩 良 太 ● ● ●

【ご参考】　本株主総会後の取締役及び監査役並びに執行役員のスキルマトリックス
　本議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役のスキルマトリックスは、次のとお
りであります。

　当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員のスキルマトリックス
は、次のとおりであります。
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スキルマトリックス

特に期待する分野 当該分野を選定した理由

企業経営 事業を取り巻く環境変化を見通し、中長期的な視点に立って戦略を構築し、企業経営・
組織運営責任者としての豊富な知識・マネジメント経験・能力が求められるため。

グローバル経験
全世界を対象に事業展開を行っている当社においては、グローバルでの競争優位性
を確立するため、市場・顧客動向に加え、地政学的リスクを含むカントリーリスクを踏
まえた経営判断を可能とする経験及び知見が求められるため。

品質　技術　製造
当社は、お客様からご指名いただける会社を目指しており、そのために必要な「お客様
の心を満たす品質とものづくり」及び「お客様からご期待いただける特徴ある技術力と
開発力」の強化に必要な知識・経験・実績が求められるため。

営業　マーケティング
当社は、2030ビジョン実現に向けた挑戦の一つとして「成長市場への積極拡販」を推
進しており、その実現には市場の動向を的確に捉え、最適な販売戦略を立案・実行する
知見と意思決定が求められるため。

財務　会計　資本政策 企業経営における健全で強固な財務基盤の確立には、関係法令や社内規程を遵守した適
切な会計処理・財務会計・資本政策に関する知見が求められるため。

法務　コンプライアンス 国内外の法令規制やお客様の要求事項等を遵守することはもとより、社会規範を尊重
し、高い倫理を保った行動の継続的改善に必要な知識・経験・実績が求められるため。

IT　デジタル　DX
当社は、2030ビジョン実現に向けた挑戦の一つとして「デジタル技術によるQCDの向
上」を推進しており、その実現には、最新のITに関する知見を有し、システム導入やデ
ータ活用などのDX化に関する意思決定が求められるため。

人材開発　ダイバーシティ
当社は、経営戦略の実現に向けた人材戦略を人的資本経営の中核に位置付け、人材育成
及び多様な人材が能力を発揮できる環境づくりを推進しており、その実現に必要な知
識・経験・実績が求められるため。

ESG　サステナビリティ
当社は、5つの主体（株主様、お客様・お取引先様、地域社会、社員・家族、地球）と
の信頼関係の構築を企業ミッションとしており、その実現にはESG・サステナビリティ
に対する十分な理解が求められるため。

特に期待する分野の選定理由は、次のとおりであります。
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社外取締役RS割当議案

第3号議案　社外取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
1．提案の内容及び理由
　当社は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除
く）に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（以
下、「譲渡制限付株式」という）を割り当てることとし、当該譲渡制限付株式に関する報酬等として
支給する金銭報酬債権の総額を年額90百万円以内とし、当該報酬は取締役の報酬限度額年額450百
万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）とは別枠とすることにつき、ご承
認をいただいております。また、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限は年間
15万株以内としており、当該株式数上限が発行済株式総数に占める割合は0.4％程度（10年間にわた
り、当該上限となる数の譲渡制限付株式を発行した場合における発行済株式総数に占める割合は4％
程度）であります。
　当社では、2024年に導入した執行役員制度の定着による業務執行と監督機能の役割分担の明確化
が進展しており、取締役会は一層の監督機能強化を図っております。こうした中、社外取締役につき
ましては、これまで基本報酬としての現金報酬のみを支給し株式報酬の割当対象外としておりました
が、株主の皆様との価値共有を通じて中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、譲渡制限付
株式の割当対象者に含めることといたしたいと存じます。
　このため、社外取締役に対して支給する金銭報酬債権につきましては、2022年6月18日開催の第
94回定時株主総会でご承認をいただいた譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債
権総額の年額90百万円以内のうち、年額45百万円以内とし、社外取締役に割り当てる株式総数の上
限につきましては、各事業年度において割り当てる株式総数の上限15万株のうち、7万5千株といた
したいと存じます。割り当て内容、希薄化率その他の条件に変更はございません。
　なお、当該譲渡制限付株式報酬は、業績に連動して株式数を変動させるものではなく、短期的な業
績目標の達成を直接の目的とするものではございません。
　当社は、2022年5月31日開催の取締役会において、役員報酬等の内容の決定に関する方針を定め
ておりますが、本定時株主総会において本議案を原案どおり承認可決いただくことを条件に、2026
年3月31日開催の取締役会において当該方針を変更することを決議しており、その内容は19頁に記
載のとおりであります。
　本議案の内容につきましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会から相
当である旨の答申を得て、取締役会において当該変更後の方針に沿って取締役（社外取締役を含む）
の個人別の報酬等を定めるために必要かつ相当であると判断し、決定しております。
　現在の取締役は11名（うち社外取締役5名）でありますが、第2号議案が原案どおり承認可決され
ますと、取締役は8名（うち社外取締役5名）となります。

2．社外取締役を割当対象者に含めることをご承認いただいた場合の譲渡制限付株式の内容
　当社の取締役（社外取締役を含む）に対する譲渡制限付株式の割当ての具体的な内容及び数の上限
は、以下のとおりであります。

(1)　譲渡制限付株式の割当て及び払込み
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社外取締役RS割当議案

　当社は、当社の取締役（社外取締役を含む）に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株
式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬
債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものといた
します。
　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日
における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それ
に先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な
金額とならない範囲で当社取締役会において決定いたします。
　また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役（社外取締役を含む）が、上記の現物出資に同意して
いること及び下記（3）に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件と
して支給いたします。

(2)　譲渡制限付株式の総数
　当社の取締役（社外取締役を含む）に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数15万株を、各事業
年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限といたします。
　ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含
む）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の
調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとい
たします。

(3)　譲渡制限付株式割当契約の内容
　譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを
受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものといたします。

①　譲渡制限の内容
　譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任
する日までの間（以下、「譲渡制限期間」という）、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株
式（以下、「本割当株式」という）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設
定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません（以下、「譲渡制限」とい
う）。

②　譲渡制限付株式の無償取得
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来
する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会
が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得いたします。
　また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の
解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に
無償で取得いたします。
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③　譲渡制限の解除
　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来
する当社の定時株主総会の開催日まで継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、
本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
　ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以
降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合に
は、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に
調整するものといたします。

④　組織再編等における取扱い
　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織
再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認さ
れた場合（当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに
限る。以下、「組織再編等承認時」という）であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株
式の割当てを受けた取締役が当社の取締役を退任することとなる場合には、当社取締役会決議に
より、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定め
る数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除いたします。
　また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同
日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。

（注）指名・報酬委員会の概要については、「指名・報酬委員会について」（14頁）をご参照ください。

【ご参考】役員報酬等の内容の決定に関する方針
基本方針
当社は、取締役及び執行役員の報酬について、持続的な企業価値向上及び株主の皆様との価値共有を目的とし
て、各人の職責及び役割に応じた報酬体系を設計しております。監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行
役員の役割を踏まえ、それぞれ異なる報酬構成といたします。
1．取締役報酬
(1)　構成
　取締役の報酬は、基本報酬及び非金銭報酬により構成いたします。そのうち社外取締役についても、その独
立した立場及び役割を踏まえ、基本報酬及び非金銭報酬により構成いたします。基本報酬及び非金銭報酬の割
合は、各取締役の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としておりま
す。なお、取締役には業績連動型の報酬は金銭、非金銭を問わず支給いたしません。

(2)　基本報酬
　役位及び職責に応じた基準に基づき、経営環境等を総合的に勘案して支給額を決定し、毎月定額で支給して
おります。
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社外取締役RS割当議案

(3)　非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）
　取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（以下、
「譲渡制限付株式」という）の割当てとし、その概要は以下のとおりといたします。

①　本報酬は業績に連動して株式数を変動させるものではなく、株主の皆様との価値共有を通じて中長期的
な企業価値向上を図ることを目的としております。
②　個別に割り当てる株式の数は、役位及び職責に応じて定めた基準に基づき算定いたします。

(4)　支給の時期
　基本報酬は毎月支給し、譲渡制限付株式報酬は一定時期に割り当てることといたします。

2．執行役員報酬
(1)　構成
　執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成いたします。
(2)　基本報酬
　役位及び職責に応じた基準に基づき、毎月定額で支給しております。
(3)　業績連動報酬
　業績連動報酬は、当該年度の自己資本利益率（ROE）の目標達成度を指標として支給額を決定いたします。
当該指標は、資本効率の向上及び企業価値の持続的成長を重視する観点から選定しております。
(4)　非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）
　執行役員に対しても、取締役と同様に譲渡制限付株式を割り当てます。割当株式数は、役位及び職責に応じ
て定めた基準に基づき算定いたします。
(5)　支給の時期
　基本報酬は毎月支給し、業績連動報酬は当該年度の業績確定後、一定時期に支給いたします。譲渡制限付株
式報酬は一定時期に割り当てることといたします。
3．報酬限度額（取締役）
　取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円以内（ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただいております。また、譲渡制限付株式に関す
る報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、同株主総会決議により年額90百万円以内（うち社外取締役分
は総額年額45百万円以内）とし、上記報酬限度額とは別枠としております。執行役員の報酬は株主総会決議の
対象ではありません。
4．決定プロセス
　本方針の制定・改定並びに取締役及び執行役員の個人別報酬額及び割当株式数の決定にあたっては、委員の
過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当である旨の答申を得ることを条件とし、
取締役会が代表取締役社長執行役員 向山浩正氏に委任し決定しております。

以　上
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当事業年度の事業の状況

（ 2025年4月 1 日から
2026年3月31日まで ）

事　 業　 報　 告

1．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2025年4月1日～2026年3月31日）の世界経済は、回復と停滞が混在する
不安定な状況が続きました。欧米のインフレの沈静化とともに景気持ち直しの兆しが見られた
一方で、高水準の金利政策の継続による投資の抑制や、地政学的リスクも経済活動の重しとな
り、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
　当社グループの属する電子部品業界におきましては、カーボンニュートラルの実現に向け環
境対応車への移行が進んでおり、中長期的には自動車向け市場の拡大が見込まれております。
当期においては全体として需要は緩やかに回復しました。
　このような環境のもと、当社グループは2030ビジョンの実現に向けた取組みを3つのフェー
ズに分けて進めており、2025年度からはフェーズ2である「2027中期経営計画（2025年
~2027年）」の目標達成に向けて、「ROIC経営を軸に『利益成長と効率向上』を実現する」
ことをコンセプトに掲げ、製品ポートフォリオ戦略、技術戦略並びに企業体質の強化に注力し
てまいりました。
　販売面におきましては、為替が円安傾向で推移し、在庫調整の影響を受けていた産業機器向
け需要が回復したことに加え、中国を中心とした自動車向けや、アジアのデータセンターなど
のAI関連機器向け需要が堅調に推移したこと等により、当連結会計年度の売上高は72,287百万
円（前年同期比8,166百万円増、12.7％増）となりました。
　利益面におきましても、原材料価格の上昇がありましたが、売上の増加等により、営業利益
は3,646百万円（前年同期比2,470百万円増、210.0％増）、材料作業屑処分益530百万円、
補助金収入662百万円等を計上したことにより経常利益は5,223百万円（前年同期比3,979百
万円増、320.1％増）、また、保有有価証券の一部売却により投資有価証券売却益209百万円
を計上した一方、固定資産処分損54百万円、減損損失114百万円等を計上したことにより、親
会社株主に帰属する当期純利益は3,951百万円（前年同期比3,690百万円増）となりました。
　セグメントの業績は、日本においては売上高57,842百万円（前年同期比6,204百万円増）、
セグメント利益1,335百万円（前期はセグメント損失1,056百万円）、アジアにおいては売上
高38,549百万円（前年同期比4,762百万円増）、セグメント利益1,549百万円（前年同期比
156百万円増）、アメリカにおいては売上高11,503百万円（前年同期比540百万円増）、セグ
メント利益113百万円（前年同期比134百万円減）、ヨーロッパにおいては売上高13,801百万
円（前年同期比1,676百万円増）、セグメント利益587百万円（前年同期比114百万円増）と
なりました。
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当事業年度の事業の状況

品 目 売　　上　　高 構　　成　　比

抵 抗 器 66,841百万円 92.4％

I C 及 び I C 関 連 機 器 1,420百万円 2.0％

安 全 部 品 1,274百万円 1.8％

そ の 他 2,750百万円 3.8％

合　　　　　計 72,287百万円 100.0％

　品目別連結売上高とその構成比は次のとおりであります。

②　設備投資の状況
　当期の設備投資額は、品質向上、新製品の開発、量産設備向け等を中心に総額5,954百万円
となりました。

③　資金調達の状況
　主として借入金によっております。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当する事項はございません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当する事項はございません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当する事項はございません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当する事項はございません。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況、重要な子会社の状況等

区 分 第　95　期
(2023年3月期)

第　96　期
(2024年3月期)

第　97　期
(2025年3月期)

第　98　期
当連結会計年度
(2026年3月期)

売 上 高 75,072百万円 64,835百万円 64,120百万円 72,287百万円

経 常 利 益 10,538百万円 4,485百万円 1,243百万円 5,223百万円
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 7,367百万円 2,769百万円 260百万円 3,951百万円

1株当たり当期純利益 198.75円 74.66円 7.02円 106.41円

総 資 産 112,768百万円 129,566百万円 141,365百万円 151,550百万円

純 資 産 73,722百万円 78,573百万円 78,110百万円 88,577百万円

1 株 当 た り 純 資 産 額 1,988.46円 2,118.19円 2,104.37円 2,385.12円

⑵　直前3事業年度の財産及び損益の状況

（注）1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均株式数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除し
　　　た期末発行済株式総数により算出しております。

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な事 業 内容

興 亜 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 株 式 会 社 400百万円 100.0％ 電 子 部 品 の 製 造

鹿 島 興 亜 電 工 株 式 会 社 300百万円 100.0％ 電 子 部 品 の 製 造

KOA SPEER HOLDING CORPORATION 1,210US$ 100.0％ 電 子 部 品 の 販 売

KOA DENKO（MALAYSIA）SDN. BHD. 654百万M$ 100.0％ 電 子 部 品 の 製 造

K O A  D E N K O ( S ) P T E . L T D . 47,333US$ 100.0％ 電 子 部 品 の 販 売

K O A  E L E C T R O N I C S （ H . K . ） L T D . 1,500千HK$ 100.0％ 電 子 部 品 の 販 売

K O A  E u r o p e  G m b H 767千EUR 100.0％ 電 子 部 品 の 販 売

上 海 可 爾 電 子 貿 易 有 限 公 司 1,659千RMB 100.0％ 電 子 部 品 の 販 売

興 和 電 子 ( 太 倉 ) 有 限 公 司 274百万RMB 100.0％ 電 子 部 品 の 製 造

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な事 業 内容

大 興 電 工 股 份 有 限 公 司 39,000千NT$ 39.0％ 電 子 部 品 の 販 売

⑶　重要な子会社の状況等
①　重要な子会社の状況

②　重要な関連会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する
重要な事項

⑷　対処すべき課題
　今後の経済見通しにつきましては、世界経済は緩やかな回復傾向にあるものの、中東情勢の不安
定化により先行きは不透明な状況が続くと考えられます。中東情勢の緊張が長期化した場合には、
エネルギー価格の上昇を通じて物価上昇圧力が高まり、景気減速につながる可能性があります。
　当社グループの属する電子部品業界におきましても、自動車向けやAI関連機器向けの需要は堅調
に推移する一方、物価上昇に伴う需要減速等、次期の受注動向に対しては慎重な見方が必要であり
ます。利益面におきましては、貴金属相場の高騰により原材料価格が上昇しております。上昇分に
ついては価格是正及びコストダウン等の対応を進めてまいりますが、実現までのタイムラグによる
一時的な収益悪化が想定されます。また、為替変動等の懸念材料があります。なお、ホルムズ海峡
の閉鎖等、中東情勢の影響は業績予想に織り込んでおりません。
　このような環境のもと、当社グループは2030ビジョンの実現に向け、今後も抵抗器事業を中心に
品質・信頼性・供給能力を重視する分野にフォーカスし、お客様と共に安心・安全な未来の社会を
創る活動を進めることで、お客様から最初にお声がかかる会社を目指します。

⑸　主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社グループは、固定抵抗器を中心とする各種電子部品の開発・製造・販売を主に関連する事
業を実施しております。

所 在 地

本 社 アースウイング（長野県上伊那郡箕輪町）

本 店 伊那事業所（長野県伊那市）

支 店 むさし野工房（東京都府中市）

営 業 拠 点

仙台営業所（宮城県仙台市）、水戸営業所（茨城県ひたちなか市）、
高崎営業所（群馬県高崎市）、むさし野営業所（東京都府中市）、
東京営業所（神奈川県横浜市）、伊那営業所（長野県伊那市）、
静岡営業所（静岡県静岡市）、名古屋営業所（愛知県名古屋市）、
大阪営業所（大阪府大阪市）

工 場
イーストウイング・MINOWAウイング・箕輪工場（長野県上伊那郡箕輪町）、
西山工場（長野県伊那市）、中央工場（長野県上伊那郡南箕輪村）、
七久里の杜（長野県下伊那郡阿智村）、匠の里（長野県飯田市）

開 発 拠 点 さくらウイング（長野県上伊那郡南箕輪村）

⑹　主要な営業所及び工場（2026年3月31日現在）
①　当社の主要な営業所及び工場
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対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する
重要な事項

会 社 名 所 在 地

興 亜 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 株 式 会 社 長野県下伊那郡阿南町

鹿 島 興 亜 電 工 株 式 会 社 石川県鹿島郡中能登町

KOA SPEER HOLDING CORPORATION アメリカ合衆国

KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD. マレーシア

K O A  D E N K O ( S ) P T E . L T D . シンガポール共和国

K O A  E L E C T R O N I C S ( H . K . ) L T D . 香港

K O A  E u r o p e  G m b H ドイツ連邦共和国

上 海 可 爾 電 子 貿 易 有 限 公 司 中華人民共和国

興 和 電 子 ( 太 倉 ) 有 限 公 司 中華人民共和国

②　子会社

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

4,409名 121名増

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

1,669名 10名減 40.7歳 17.1年

⑺　従業員の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は、就業人員（非常勤者を除く）としており、執行役員は含んでおりません。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は、就業人員（非常勤者を除く）としており、執行役員は含んでおりません。

借 入 先 借 入 額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 30,400百万円

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 7,395百万円

⑻　主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（注）シンジケートローンは、株式会社八十二長野銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするものであります。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当する事項はございません。
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2．会社の現況

金融機関
36.62%

外国法人等
25.40%

個人・その他
28.46%

自己株式
0.91%

金融商品取引業者
1.92%
その他国内法人
6.69%

所有者別
持株比率

⑴　株式の状況（2026年3月31日現在）
①　発行可能株式総数 150,000,000株

②　発行済株式の総数 37,479,724株

③　株主数 13,731名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,104千株 11.05％

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,226 6.00

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 2,076 5.59

株 式 会 社 八 十 二 長 野 銀 行 1,853 4.99

ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ／
2Ｓ／ＪＡＳＤＥＣ／ＪＡＮＵＳ　ＨＥＮＤＥＲＳＯＮ
Ｈ Ｏ Ｒ Ｉ Ｚ Ｏ Ｎ 　 Ｆ Ｕ Ｎ Ｄ

1,153 3.11

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 882 2.38

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ
Ｔ Ｒ Ｕ Ｓ Ｔ 　 Ｃ Ｏ Ｍ Ｐ Ａ Ｎ Ｙ 　 5 0 5 2 2 3

786 2.12

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ
Ｔ Ｒ Ｕ Ｓ Ｔ 　 Ｃ Ｏ Ｍ Ｐ Ａ Ｎ Ｙ 　 5 0 5 1 0 3

720 1.94

株 式 会 社 小 糸 製 作 所 680 1.83

損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社 653 1.76

（注）1．当社は、自己株式を342,428株保有しております。
2．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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株 式 数 交 付 対 象 者

取締役（社外取締役を除く） 21,000株 7名

社 外 取 締 役 － －

監 査 役 － －

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　当社は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制
度を導入しております。当事業年度においては、2025年6月25日の取締役会において譲渡制
限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、2025年7月24日付で取締役（社外取締役を除
く）に対して割り当てた譲渡制限付株式の数は次のとおりであります。

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、30頁の「⑥取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

⑥　その他株式に関する重要な事項
　該当する事項はございません。

⑵　政策保有株式の保有方針及び議決権行使の基準
　当社は、取引を強化する目的等で政策保有株式として取引先等の株式を保有しております。
これら株式の保有にあたっては、取引関係の強化等によって得られる当社の利益と投資額等を
総合的に勘案して投資可否を判断しております。
　取締役会は、政策保有株式について、定期的に保有状況を確認するとともに、保有に係るト
ータルリターン等のパフォーマンスと保有に伴う損失発生等のリスクを比較・分析し、保有継
続の妥当性を検証しております。
　政策保有株式の議決権につきましては、現時点では統一した基準を設けておりませんが、議
決権行使にあたっては、トータルリターン等のパフォーマンスや議案内容が株主価値の向上に
資するものかを精査し、懸念があれば投資先企業への確認等をしたうえで適切に行使いたしま
す。
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会社における地位 氏　名 性別 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 向山　孝一 男性 指名・報酬委員会委員
大興電工股份有限公司副董事長

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 向山　浩正 男性 指名・報酬委員会委員

取 締 役
副社長執行役員 百瀬　克彦 男性

経営戦略センター担当
ものづくりイニシアティブ担当
興亜エレクトロニクス株式会社取締役
鹿島興亜電工株式会社取締役
KOA DENKO（MALAYSIA）SDN. BHD. Chairman

取 締 役
常 務 執 行 役 員 野々村　昭 男性

販売イニシアティブ担当
KOA SPEER HOLDING CORPORATION Director
KOA Europe GmbH Managing Director
大興電工股份有限公司董事

取 締 役
上 席 執 行 役 員 山岡　悦二 男性 品質保証イニシアティブ担当

取 締 役
上 席 執 行 役 員 千原　臣祐 男性

技術イニシアティブ担当
ものづくりイニシアティブ（中国）担当
興和電子（太倉）有限公司副董事長

取 締 役 マイケル ジョン コーバー 男性 指名・報酬委員会委員

取 締 役 北川　　徹 男性 取締役会議長
指名・報酬委員会委員長

取 締 役 高橋　晃次 男性

取 締 役 小澤　　仁 男性

指名・報酬委員会委員
株式会社フォレストコーポレーション代表取締役社長
株式会社レントライフ代表取締役社長
南信工営株式会社監査役

取 締 役 角　　幸子 女性 SUMI人材教育開発研究所代表

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2026年3月31日現在）

（注）1.　取締役マイケル ジョン コーバー氏、北川徹氏、高橋晃次氏、小澤仁氏及び角幸子氏は、社外取締役であります。
　　　2.　当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引

所に届け出ております。

－ 28 －



2026/06/05 9:52:56 / 25298941_ＫＯＡ株式会社_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

会社における地位 氏　名 性別 担当及び重要な兼職の状況

常 勤 監 査 役 矢島　　豪 男性

常 勤 監 査 役 仲藤　恭久 男性

監 査 役 飯沼　好子 女性
税理士
株式会社未来経営取締役
税理士法人未来経営社員

監 査 役 佐藤　　玲 女性
弁護士
スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
コーポレートエクイティ本部コンプライアンス部長

（注）1. 監査役飯沼好子氏及び佐藤玲氏は、社外監査役であります。
2. 監査役飯沼好子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 当社は、社外監査役の全員を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両

取引所に届け出ております。

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条
第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、5百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社役員、子会社役員及び管理者従業員を被保険者とする、会
社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被
保険者は保険料を負担しておりません。当該保険の内容の概要は、被保険者の職務の遂行に伴
う行為に起因して保険期間中に損害賠償請求が提起された場合に被保険者が負担する各種費用
を保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。

④　当事業年度中の取締役及び監査役の地位及び担当等の異動
　イ．就任
　　　2025年6月21日開催の第97回定時株主総会において、千原臣祐氏は取締役上席執行役員

に、仲藤恭久氏は常勤監査役に、佐藤玲氏は監査役にそれぞれ選任され就任いたしました。
　ロ．退任
　　　2025年6月21日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって、取締役上席執行役員 花形忠男

氏、常勤監査役 五味正志氏及び監査役 上拾石哲郎氏は任期満了により退任いたしました。また、
2025年12月31日をもって、取締役上席執行役員 小嶋敏博氏は辞任により退任いたしました。な
お、退任時における担当はKPS-3イニシアティブ及び経営管理イニシアティブでありました。
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氏　名 異　動　前 異　動　後

向山　浩正
取締役　上席執行役員
経営管理イニシアティブ担当

代表取締役　社長執行役員

百瀬　克彦
取締役　上席執行役員
ものづくりイニシアティブ担当

取締役　副社長執行役員
ものづくりイニシアティブ担当
経営戦略センター担当

花形　忠男
代表取締役　社長執行役員
KPS-3イニシアティブ担当

取締役　上席執行役員

小嶋　敏博
取締役　上席執行役員
KPS-3イニシアティブ担当
技術イニシアティブ担当

取締役　上席執行役員
KPS-3イニシアティブ担当
経営管理イニシアティブ担当

氏　名 異　動　前 異　動　後

百瀬　克彦
取締役　副社長執行役員
ものづくりイニシアティブ担当
経営戦略センター担当

取締役　副社長執行役員
ものづくりイニシアティブ担当
経営戦略イニシアティブ担当

千原　臣祐

取締役　上席執行役員
技術イニシアティブ担当
ものづくりイニシアティブ（中国）担当
KPS-3イニシアティブ担当

取締役　上席執行役員
技術イニシアティブ担当
ものづくりイニシアティブ（中国）担当

ハ．2025年4月1日付で次のとおり異動がありました。

⑤　当事業年度末後の取締役の地位及び担当等の異動
　2026年4月1日付で次のとおり異動がありました。

⑥　取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針
　当社は、2022年5月31日開催の取締役会において、役員報酬等の内容の決定に関する方針
を決議しており、その内容は以下のとおりであります。

取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬である役員賞与及び非金銭報酬で構成し、各取締役
の企業価値向上への動機付けに資するため最も適切な支給割合となることを方針としておりま
す。なお、基本報酬及び業績連動報酬については、下記報酬限度額の範囲内で個人別の報酬額
を定め、非金銭報酬については、下記報酬限度額とは別枠といたします。社外取締役について
は、基本報酬のみといたします。
1．基本報酬については、役位や担う役割・責務等に基づき支給の額を決定しております。
2．役員賞与については、当該年度の連結業績（売上高・営業利益率・自己資本利益率）等に
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連動させ支給の有無及び額を決定しております。
3．非金銭報酬については、取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由

等の定めに服する当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という）の割当てとし、その
概要は下記のとおりであります。

⑴ 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月18日
開催の第94回定時株主総会決議により年額90百万円以内とし、取締役の報酬限度額とは
別枠といたします。

⑵ 個別に割り当てる株式の数は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価
上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めるために最も適切な数を決定しております。

4．支給の時期については、基本報酬は毎月支給し、役員賞与及び非金銭報酬は一定時期に支
給又は割り当てることとしております。

なお、いずれの報酬についても制度制定・改定並びに個人別の支給の額及び割当ての数の決定
に際しては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、相当であ
る旨の答申を得ることを条件とし、取締役会が代表取締役社長に委任し決定しております。取
締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において、年額450百万円
以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

（注）第3号議案が原案どおり承認可決いただくことを条件に、2026年3月31日開催の取締役会において当該方
針を変更することを決議しており、変更後の内容は19頁に記載のとおりであります。
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区　　　　分 報 酬 等 の 総 額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対象となる

役員の員数基 本 報 酬 業 績 連 動 報 酬 等 非 金 銭 報 酬 等

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

293百万円
（38百万円）

247百万円
（38百万円）

24百万円
（－）

20百万円
（－）

13名
（5名）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

59百万円
（14百万円）

52百万円
（14百万円）

6百万円
（－）

－
（－）

6名
（3名）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

352百万円
（53百万円）

300百万円
（53百万円）

31百万円
（－）

20百万円
（－）

19名
（8名）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての条件等は、30頁の「⑥イ．役員報酬等の内容の決定に関

する方針」に記載しております。また、当事業年度における交付状況は、27頁の「⑤当事業年度中に職務執
行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

3. 取締役の報酬限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において年額450百万円以内（ただし、
使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の
員数は、11名（うち社外取締役4名）であります。

4. 譲渡制限付株式報酬の限度額は、2022年6月18日開催の第94回定時株主総会において年額90百万円以内と決
議いただいております。当該株主総会が終結した時点の取締役の員数は、11名（うち社外取締役4名）であり
ます。なお、社外取締役は、譲渡制限付株式報酬の支給の対象外であります。

5. 上記の譲渡制限付株式報酬に係る報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
6. 監査役の報酬限度額は、2024年6月22日開催の第96回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議い

ただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名（うち社外監査役2名）であります。
7. 上記報酬額の総額には、当事業年度中に退任した取締役2名に支給した報酬等が含まれております。
8. 上記のほか、2014年6月14日開催の第86回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り

支給により、当事業年度中に退任した取締役1名に対し20百万円を退職慰労金として支払っております。
9. 上記8.のほか、2014年6月14日開催の第86回定時株主総会決議に基づく役員退職慰労金制度廃止に伴う打切

り支給額の未払残高は、取締役4名に対し514百万円（うち社外取締役0名）となり、支給時期は各取締役の
退任時としております。

　ハ．社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額
　　　当事業年度において、社外取締役及び社外監査役が、役員を兼任する親会社又は子会社等

から役員として受けた報酬等の総額は0百万円であります。

⑦　社外役員に関する事項
　イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　　　重要な兼職の状況は、28頁の「①取締役及び監査役の状況（2026年3月31日現在）」に

記載しております。
　当社と当社の社外取締役及び社外監査役の兼職先との間に開示すべき関係はありません。
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会社役員の状況

区　分 氏　名 出席状況 発言状況及び
社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役
マイケル ジョン

コーバー

取締役会
13回/13回（100％）
指名・報酬委員会
11回/11回（100％）

主に企業戦略の専門家及び投資会社経営者としての豊富な知識・
経験等から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適
正性を確保するための助言・提言を行っております。また、指
名・報酬委員会委員として、取締役候補者の選定、取締役の報酬
のあり方等の議論において意見を述べております。

取締役 北川　徹

取締役会
13回/13回（100％）
指名・報酬委員会
11回/11回（100％）

主に上場会社においてCFOや経営企画に携わった経験と見識に基
づき適切な意見を述べるなど、意思決定の妥当性・適正性を確保
するための役割を果たすとともに、取締役会議長として取締役会
の運営全般を統括し、実効的な審議の実現と取締役会の機能強化
を担っております。また、指名・報酬委員会委員長として、取締
役候補者の選定、取締役の報酬のあり方等の議論において中心的
な役割を果たしております。

取締役 高橋　晃次 取締役会
13回/13回（100％）

取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っているほか、主に電子部品業界の技術者として要
職を歴任された豊富な知識・経験に基づき意見を述べるなど適切
な役割を果たしております。

取締役 小澤　仁

取締役会
13回/13回（100％）
指名・報酬委員会
11回/11回（100％）

主に会社経営者としての豊富な知識・経験等から意見を述べるな
ど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会委員とし
て、取締役候補者の選定、取締役の報酬のあり方等の議論におい
て意見を述べております。

取締役 角　幸子 取締役会
13回/13回（100％）

取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っているほか、保有資格に基づく専門知識や人材育
成に関する豊富な経験と知識から、従業員満足度向上施策や女性
活躍推進等に関する意見を述べるなど適切な役割を果たしており
ます。

監査役 飯沼　好子

取締役会
13回/13回（100％）
監査役会
14回/14回（100％）

主に税理士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、監査役会において、監査結果についての意見交換、
監査事項の協議等において、適宜必要な発言を行っております。

監査役 佐藤　玲

取締役会
11回/11回（100％）
監査役会
11回/11回（100％）

現任外資系企業のコンプライアンス部長としての企業法務及びコ
ンプライアンスに関する経験・知見と、保有する弁護士資格を生
かした専門的・中立的な立場から意見を述べるなど、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりま
す。また、監査役会において、監査結果についての意見交換、監
査事項の協議等において、適宜必要な発言を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）1．上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第29条の規定に基づき、取締役会決議があっ
たものとみなす書面決議が1回ありました。

2．佐藤玲氏は、2025年6月21日開催の第97回定時株主総会において監査役に選任されたため、出席の対象とな
る取締役会及び監査役会の開催回数が他の監査役と異なります。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 37百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 37百万円

⑷　会計監査人の状況
①　名称　太陽有限責任監査法人

②　報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬
等の額は明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度
の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査
した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

3. 当社の海外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士（又は監査法人）の監査を受けております。

③　非監査業務の内容
　該当する事項はございません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査
役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の評価基準に照らし合わせ、会計監査人が職務を適切に遂行
することが困難と認められる場合、その他必要と判断される場合には、株主総会に提出する会
計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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連結貸借対照表

（2026年 3 月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金　　額 科 目 金　　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 ･ 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
長 期 貸 付 金
長 期 性 預 金
保 険 積 立 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

62,701
28,997
15,958
2,323
4,958
4,944
3,565

38
1,975
△60

88,848
74,485
41,559
19,808
1,458
6,877
4,417

362
3,021

11,341
5,997

810
1,066

107
1,241
1,449

699
△30

流 動 負 債 24,843
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,233
電 子 記 録 債 務 722
短 期 借 入 金 9,881
未 払 法 人 税 等 1,477
未 払 費 用 1,867
賞 与 引 当 金 1,954
受 注 損 失 引 当 金 259
そ の 他 5,447

固 定 負 債 38,130
長 期 借 入 金 35,532
繰 延 税 金 負 債 1,562
退 職 給 付 に 係 る 負 債 580
そ の 他 454

負 債 合 計 62,973
純 資 産 の 部

株 主 資 本 72,560
資 本 金 6,033
資 本 剰 余 金 9,020
利 益 剰 余 金 57,747
自 己 株 式 △240

その他の包括利益累計額 16,016
その他有価証券評価差額金 2,646
為 替 換 算 調 整 勘 定 11,852
退職給付に係る調整累計額 1,517

純 資 産 合 計 88,577
資 産 合 計 151,550 負 債 純 資 産 合 計 151,550

連 結 貸 借 対 照 表

　（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結損益計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 72,287
売 上 原 価 50,415

売 上 総 利 益 21,872
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 18,225

営 業 利 益 3,646
営 業 外 収 益

受 取 利 息 196
受 取 配 当 金 189
為 替 差 益 195
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 185
材 料 作 業 屑 処 分 益 530
補 助 金 収 入 662
そ の 他 418 2,378

営 業 外 費 用
支 払 利 息 644
そ の 他 157 802
経 常 利 益 5,223

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 209
そ の 他 0 210

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 54
減 損 損 失 114
そ の 他 0 169

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,264
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,821
法 人 税 等 調 整 額 △508 1,312
当 期 純 利 益 3,951
親会社株主に帰属する当期純利益 3,951

連 結 損 益 計 算 書

　（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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貸借対照表

（2026年 3 月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金　　額 科 目 金　　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

31,948
12,150

0
2,321

12,092
518

2,359
1,603

903
72,139
23,449
11,213

505
5,318

0
188

4,444
1,745

34
300
244
18
36

48,389
4,779

31,305
15

10,305
2,110
△127　

流 動 負 債 16,111
電 子 記 録 債 務 994
買 掛 金 3,762
未 払 金 1,077
短 期 借 入 金 7,482
賞 与 引 当 金 1,318
受 注 損 失 引 当 金 132
そ の 他 1,343

固 定 負 債 34,552
長 期 借 入 金 33,239
退 職 給 付 引 当 金 1,144
債 務 保 証 損 失 引 当 金 29
そ の 他 138
負 債 合 計 50,663
純 資 産 の 部

株 主 資 本 50,782
資 本 金 6,033
資 本 剰 余 金 11,264

資 本 準 備 金 11,261
そ の 他 資 本 剰 余 金 2
利 益 剰 余 金 33,725

利 益 準 備 金 916
そ の 他 利 益 剰 余 金 32,808

圧 縮 積 立 金 1,007
別 途 積 立 金 16,040
繰 越 利 益 剰 余 金 15,761

自 己 株 式 △240
評 価 ・ 換 算 差 額 等 2,642

その他有価証券評価差額金 2,642
純 資 産 合 計 53,424

資 産 合 計 104,088 負 債 純 資 産 合 計 104,088

貸　借　対　照　表

　（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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損益計算書

（2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで）

（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 56,790
売 上 原 価 47,494
売 上 総 利 益 9,295

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,649
営 業 利 益 1,645

営 業 外 収 益
受 取 利 息 219
受 取 配 当 金 585
為 替 差 益 292
材 料 作 業 屑 処 分 益 353
補 助 金 収 入 375
そ の 他 474 2,301

営 業 外 費 用
支 払 利 息 552
そ の 他 218 770
経 常 利 益 3,177

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 52 52

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損 9
関 係 会 社 株 式 評 価 損 333
減 損 損 失 36
そ の 他 150 530

税 引 前 当 期 純 利 益 2,698
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 664
法 人 税 等 調 整 額 △187 477
当 期 純 利 益 2,221

損　益　計　算　書

　（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 石　原　鉄　也

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 山　田　大　介

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

Ｋ Ｏ Ａ 株 式 会 社
取　締　役　会　　御中

太陽有限責任監査法人

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＫＯＡ株式会社の2025年４月１日から2026年
３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ＫＯＡ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に
関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 石　原　鉄　也

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 山　田　大　介

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

Ｋ Ｏ Ａ 株 式 会 社
取　締　役　会　　御中

太陽有限責任監査法人

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＫＯＡ株式会社の2025年４月１日から
2026年３月31日までの第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第98期事業年度における取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境
の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に、オンライン形式も併用しながら出席し、取締役及び使用
人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等とオンライン形式も併用しながら意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、監査役会が定めた内部統制に係る監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
いたしました。
③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、取
締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための
体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針については、指
摘すべき事項は認められません。

④ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月18日
ＫＯＡ株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 矢 島 　 豪 ㊞
常 勤 監 査 役 仲 藤 恭 久 ㊞
監 査 役 飯 沼 好 子 ㊞
監 査 役 佐 藤 　 玲 ㊞

(注) 監査役飯沼好子及び佐藤玲は、社外監査役であります。

以　上
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地図

会場で特別なご配慮が必要な方は、準備の都合上、2026年６月17日（水曜日）までに、当社お問い合わ
せ窓口（右図を読み取り又は下記メールアドレス）からご連絡くださいますようお願い申しあげます。
メールアドレス：gac_qb@koaglobal.com


